
「かながわ消費者施策推進指針」（改定版）の概要

１ 指針の趣旨等

４ 消費者施策の基本方向

３ 基本理念２ 消費者をめぐる現状と課題

ア 加速する高齢化

イ ネット社会の急激な進展

ウ 多様化、複雑化する消費者問題

エ 商品やサービスに対する不安

オ 持続可能な社会の形成への要請

▪

▪

▪

▪

消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進基本方向１

▪

▪

▪

安全・安心な消費生活の確保基本方向３

▪

▪

消費生活相談機能の充実基本方向２

（現行）
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６ 推進体制等

５ 施策展開

ア かながわ中央消費生活センターの機能向上

イ 市町村消費生活相談のサポート

消費生活相談機能の充実基本方向２

ア 事業者指導による取引の適正化

イ 消費者被害の未然防止、拡大防止に向けた取組み

ウ 消費者から信頼される事業者活動の促進

エ 商品及びサービスに関する安全・安心の確保

安全・安心な消費生活の確保基本方向３

神奈川の特色を活かした消費者教育重点的取組み１

高齢者の消費者被害の未然防止と救済重点的取組み２

ア 様々な場やライフステージに応じた消費者教育の推進

イ 消費者教育推進のための環境づくり

消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進基本方向１
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